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みなさまからいただきました貴重なご意見・ご要望につきましては、今後の業務運営に活かすよう改善に努めてまいります。
また、これまで以上にお客様にご満足いただける“あいしん”にしていきたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
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お客様アンケート調査について 不良債権の状況について

　当金庫では、常日頃より健全経営を心掛け、資産全般について定期的に自己査定を実施し、リスク管理債権の発生防止に努めております。また、期
中に発生した不良債権に対しては貸倒引当金を積むなど、充分な引当処理を行い万全の対応を図っております。
　2024年度の信用金庫法及び金融再生法による不良債権額は2億円の減少となり、不良債権比率が前年比0.33ポイント低下し、3.44％となりまし
た。また、保全率は96.4%と高い安全性を確保しております。

●実施期間･･･令和７年１月３０日（木）

　　　　　　　〜令和７年２月２１日（金）

●総数･･･････ 1,000件

●回収総数･･･ 950件（回収率�95.0%）

Q�1� 職員の応対、言葉遣い、挨拶はいかがですか
Q�2� ロビーの雰囲気、店内外の美化はいかがですか
Q�3� お客様のご相談、ご要望について迅速かつ親身な対応をしていますか
Q�4� インターネットバンキング、しんきんバンキングアプリのサービスをご存じですか
Q�5� 年金相談会、ローン相談会を定期的に開催していることをご存じですか

Q�6� キャンペーン、相談会、イベントを何でお知りになりましたか
Q�7� どの様な提案、支援、情報等の提供を期待しますか
Q�8� 地域の皆様のお役に立っていますか
Q�9� 預金をされる際に重視される点は何ですか
Q�10�取引金融機関の主な選択理由は何ですか

実績の内容アンケートの調査要領

アンケート調査結果

不良債権額・比率

（百万円）
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不良債権額 不良債権比率

2024年度

4,791

3.44%

2.86%

2020年度

3,263

2021年度

3,834

3.20%

2022年度

4,564

3.62%

2023年度

4,995

3.77%

お客様からのご意見、ご要望、ご相談の窓口を開設いたしております。お気軽にご相談ください。

●住所　〒453-0015　名古屋市中村区椿町19番4号
●電話　052-446-5201� ●フリーダイヤル� 0120-113-003（平日9：00〜17：00）
●FAX　052-451-8200� ●ホームページ� https://www.aichishinkin.co.jp／お問い合わせフォーム

愛知信用金庫
業務統括部

破 産 更 生 債 権 及び
これらに準ずる債権

2023年度 977 977 606 371 100.0� 100.0�

2024年度 550 550 509 41 100.0� 100.0�

危 険 債 権
2023年度 4,018 3,859 3,782 76 96.0� 32.5�

2024年度 4,240 4,068 3,921 147 95.9� 46.1�

区　分 開示残高
（ａ）

保全額
（ｂ）

保全率
（ｂ）／（ａ）

引当率
(ｄ)／（ａ−ｃ）担保・保証等による

回収見込額（ｃ） 貸倒引当金（ｄ）

要 管 理 債 権
2023年度 − − − − − −

2024年度 − − − − − −

三 月 以 上
延 滞 債 権

2023年度 − − − − − −

2024年度 − − − − − −

貸 出 条 件
緩 和 債 権

2023年度 − − − − − −

2024年度 − − − − − −

小���� � � � � � � � 計�（ Ａ ）
2023年度 4,995 4,836 4,389 447 96.8� 73.8�

2024年度 4,791 4,619 4,430 189 96.4� 52.4�

正 常 債 権�（�B�）
2023年度 127,234

2024年度 134,187

総 与 信 残 高
（�Ａ�）�＋�（�Ｂ�）

2023年度 132,229

2024年度 138,978

単位：百万円、％
信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権の保全・引当状況

【注】�１．�「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開
始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準
ずる債権です。

� ２．�「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績
が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債
権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に該当しない債権です。

� ３．�「要管理債権」とは、信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「貸出条件
緩和債権」に該当する貸出金の合計額です。

� ４．�「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延し
ている貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない
貸出金です。

� ５．�「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、
利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行っ
た貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債
権」に該当しない貸出金です。

� ６．�「正常債権」（Ｂ）とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破
産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」以外の債権です。

� ７．�「担保・保証等による回収見込額」（ｃ）は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能
見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。

� ８．�「貸倒引当金」（ｄ）には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。
� ９．�「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権

は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部
について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引
法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及
び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証
券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限
る。）です。

回答をいただいたお客様の内訳




